
「『真に』子どもにやさしい国をめざして」

２０２２年４月１６日

元厚生労働大臣 塩崎恭久

子どもの権利を学ぶ会
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都道府県社会的養育推進計画について（里親等委託率の目標値）

○ 各都道府県等から提出された計画について里親等委託率の数値目標や里親推進に向けた取組等をレーダーチャートにて取りまとめた上で公表。
（令和2年8月7日作成、令和３年３月31日更新）

○ 取組の強化を図るため、国において「里親委託・施設地域分散化等加速化プラン」を策定（令和３年２月４日）し、令和６年度末時点の３歳未満児
の里親等委託率75％以上を目指す自治体等に対して、フォスタリング事業の補助率を嵩上げ（1/2→2/3）すること等により、里親等への委託を推進。

2018年度末
実績

5年目
（2024年度末）

7年目
（2026年度末）

10年目
（2029年度末）

3歳未満 3歳未満
3歳以上
就学前

3歳未満
3歳以上
就学前

学童期
以降

国が策定要領で示す数値 20.5% 75.0%以上 75.0% 75.0%以上 75.0% 75.0% 50.0%以上

北海道
（札幌市）

34.5%
（29.7%）

84.7% - - -

青森県 27.8% 38.5% - - 60.9% 62.2% 47.9%

岩手県 26.2% 55.3% 42.8% 44.3% 54.8% 52.6% 46.6%

宮城県 40.2% 38.5% 55.4%（全年齢合計） 51.9% 63.2% 62.2%

秋田県 12.2% 57.9% - - 40.0%

山形県 20.0% 76.2% - - 75.0% 75.0% 31.7%

福島県 24.6% 76.3% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 30.0%

茨城県 16.8% 70.0% - - 71.4% 69.8% 60.7%

栃木県 19.2% 53.1% - 54.4% - - 41.0%

群馬県 17.4% 33.8% 38.0% 57.0% 40.0% 75.0% 50.0%

埼玉県
（さいたま市）

18.8%
（40.0%）

36.2% - - - - -

千葉県 27.9% 57.0% - - 75.4% 50.5% 32.5%

千葉市 31.2% 55.6% - - 73.7% 74.1% 50.0%

東京都 14.9% 14.1% 28.7% 38.2% 50.5% 50.5% 33.6%

神奈川県 16.5% 34.9% - - 75.0% 75.0% 24.6%

新潟県
（新潟市）

40.0%
（55.9%）

40.9% - - 61.0% 77.0% 57.0%

富山県 18.5% 46.2% - - 66.7% 66.7% 33.3%

石川県
（金沢市）

15.9%
（15.4%）

44.4% - - 60.0% 35.0%

福井県 16.6% 33.3% - - 65.0% 65.0% 35.0%

山梨県 28.8% 76.1% - - 75.0%以上 50.0%以上

長野県 16.1% 40.7% - - 75.0% 67.7% 36.5%

岐阜県 16.1% 75.9% - - 67.9% 47.9% 37.5%

静岡県 21.9% 45.0% - - 65.0% 58.0% 46.0%

愛知県 15.9% 28.5% - - 49.4% 45.7% 30.1%

三重県 28.8% 48.4% - - 60.0% 60.0% 40.0%

滋賀県 34.3% 52.5% - - 73.9% 65.4% 60.2%

京都府 14.8% 40.0% - - 40.0% 33.0%

大阪府 11.6% 47.0% - - 64.0% 44.0% 38.0%

兵庫県 19.2% 37.5% 44.2% 37.9% 55.8% 46.8% 47.1%

奈良県 17.4% 27.3% - - 47.0% 42.0% 31.0%

和歌山県 20.5% 34.3% - - 55.6% 46.4% 42.1%

24.6% 13.9% - - 60.0%

島根県 23.4% 36.0% 41.0% - 概ね50%以上 - 概ね40%以上

2018年度末
実績

5年目
（2024年度末）

7年目
（2026年度末）

10年目
（2029年度末）

3歳未満 3歳未満
3歳以上
就学前

3歳未満
3歳以上
就学前

学童期
以降

国が策定要領で示す数値 20.5% 75.0%以上 75.0% 75.0%以上 75.0% 75.0% 50.0%以上

岡山県
（岡山市）

32.7%
（14.0%）

75.7% 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 50.0%

広島県
（広島市）

14.1%
（18.8%）

29.0% - - 43.5% 44.0% 42.4%

山口県 20.0% 34.5% - - 45.0%

徳島県 12.8% 60.0% 60.0% 55.0% 60.0% 55.0% 43.0%

香川県 23.8% 52.0% 40.5%（全年齢合計） 70.0% 70.0% 40.0%

愛媛県 18.1% 48.0% 56.0% 60.7% 72.0% 77.0% 33.3%

高知県 18.7% 41.2% - - 65.0% 60.0% 50.0%

福岡県 20.7% 52.4% 60.7% 60.4% 60.7% 60.4% 41.9%

佐賀県 31.1% 75.0% 63.0% 75.0% 76.9% 81.5% 48.0%

長崎県 17.6% 62.1% 75.0% 37.4% 75.0% 50.9% 40.3%

熊本県
（熊本市）

12.4%
（10.8%）

46.4% 55.9% 44.2% 69.8% 58.7% 30.3%

大分県 33.1% 75.8% - - 75.0%
50.0%～
75.0%

35.0%～
50.0%

宮崎県 13.4% 38.2% - - 54.0% 44.0% 35.0%

鹿児島県 17.5% 39.7% 39.7% 56.5% 38.6% 58.2% 37.4%

沖縄県 34.7% 57.4% - - 40.0%

仙台市 27.7% 38.9% 46.4% 52.5% 57.6% 65.0% 44.3%

横浜市 15.2% 33.1% 38.7% 43.0% 45.3% 46.9% 31.4%

川崎市 23.2% 75.0% 76.0% 75.0% 76.0% 75.0% 50.0%

相模原市 16.9% 75.0% 75.0% 76.0% 75.0% 76.0% 50.0%

静岡市 48.5% 53.3% - - 64.0% 58.0% 52.0%

浜松市 26.7% 75.0% - - 67.0% 59.0% 49.0%

名古屋市 14.4% 45.0% - - 70.0% 30.0% 30.0%

京都市 13.1% 74.3% 75.0% 75.0％ 75.0% 75.0% 50.0%

大阪市 16.5% 25.5% - - 41.0% 42.9% 33.9%

堺市 12.4% 31.4% - - 46.0% 37.3% 32.2%

神戸市 12.4% 37.3% - - 58.3% 30.9%

北九州市 19.1% 38.6% 42.2% 42.9% 48.9% 47.0% 32.1%

福岡市 47.9% 77.1% 75.8% 76.9% 76.7% 75.0% 58.8%

横須賀市 18.9% 35.7% - - 45.0%

明石市 85.7% - - 100.0% 100.0% 62.1%

は、策定要領に示す国の基準を満たすもの

（※） 都道府県社会的養育推進計画を作成した際の目標値とは別に、 「里親委託・施設地域分散化等加速化プラン」を踏まえた目標値を設定している場合があり、その場合において、上記では、後者の目標値を令和３年３月31日時点の状況で記載している。
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令和元年度の里親養育包括支援（フォスタリング）事業の補助金の実績報告書をもとに集計した実施状況。
補助金の申請自体がない場合には、フォスタリング事業を実施しているかどうか不明であるため、「－」を記載している。

自治体 民間委託
①普及促進・
リクルート事

業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

自治体 民間委託
①普及促進・
リクルート事

業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

北海道（本庁） ○ ○ ○ 中央児童相談所 ○ ○ ○

北海道中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ 南児童相談所 ○ ○ ○

北海道旭川児童相談所 ○ ○ ○ ○ 川越児童相談所 ○ ○ ○

北海道帯広児童相談所 ○ ○ ○ ○ 所沢児童相談所 ○ ○ ○

北海道釧路児童相談所 ○ ○ ○ ○ 熊谷児童相談所 ○ ○ ○

北海道函館児童相談所 ○ ○ ○ ○ 越谷児童相談所（草加支所を含む） ○ ○ ○

北海道北見児童相談所 ○ ○ ○ ○ （特非）キーアセット ○ ○

北海道岩見沢児童相談所 ○ ○ ○ ○ （一社）埼玉里親会 ○ ○

北海道室蘭児童相談所 ○ ○ ○ ○ （特非）子ども家庭サポートセンターちば ○ ○ ○ ○

民間 （一社）北海道里親会連合会 ○ ○ （特非）千葉県里親家庭支援センター ○ ○

自治体 児童相談所 ○ ○ ○ ○ （特非）ちばこどもおうえんだん ○

（社福）藤聖母園 ○ ○ ○ ○ 千葉県里親会 ○

（社福）ひまわり乳児院 ○ ○ ○ ○ （社福）恩賜財団母子愛育会 ○

（社福）弘前乳児院 ○ ○ ○ ○ （特非）キーアセット 〇 〇 〇 〇

青森里親連合会 ○ ○ ○ （一社）東京公認心理師協会 〇 〇 〇 〇

岩手県（本庁） ○ （社福）二葉保育園二葉乳児院 〇 〇 〇 〇

岩手県福祉総合相談センター ○ ○ ○ 養育家庭の会 〇 〇

岩手県一関児童相談所 ○ ○ ○ （特非）バディチーム 〇

岩手県宮古児童相談所 ○ ○ ○ 中央児童相談所 ○ ○ ○

宮城県 ○ ○ 平塚児童相談所 ○ ○ ○

中央児童相談所 ○ 鎌倉三浦地域児童相談所 ○ ○ ○

北部児童相談所 ○ 小田原児童相談所 ○ ○ ○

東部児童相談所 ○ 厚木児童相談所 ○ ○ ○

みやぎ里親支援センターけやき ○ ○ ○ 里親センター ○ ○ ○

恩賜財団母子愛育会 ○ 子ども自立生活支援センター ○ ○ ○

宮城県なごみの会 ○ 家庭養育支援センター（５箇所） ○ ○ ○

自治体 中央児童相談所 ○ 自治体 新潟県 ○ ○

秋田赤十字乳児院 ○ ○ （社福）恩賜財団母子愛育会 ○

陽清学園 ○ ○ （社福）新潟カリタス会 ○

感恩講児童保育院 ○ ○ 日本赤十字社富山県支部 ○ ○ ○ ○

聖園天使園 ○ ○ （社福）恩賜母子愛育会 ○

県南愛児園 ○ ○ 富山県里親会 ○

自治体 山形県 ○ 中央児童相談所 ○ ○ ○

（社福）寒河江学園 ○ ○ ○ 七尾児童相談所 ○ ○ ○

（社福）恩賜財団済生会支部山形県済生会 ○ 福井県 1か所 1か所 － 自治体 児童相談所 ○ ○

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ 山梨県 1か所 1か所 － 自治体 中央児童相談所 ○ ○

県中児童相談所 ○ ○ ○ ○ 中央児童相談所 〇 〇 〇

会津児童相談所 ○ ○ ○ ○ 松本児童相談所 〇

浜児童相談所 ○ ○ ○ ○ 民間 うえだみなみ乳児院 〇 〇

茨城県里親連合会 ○ 子ども家庭課 ○ ○ ○

中央児童相談所 ○ 中央子ども相談センター ○ ○ ○ ○

土浦児童相談所 ○ 西濃子ども相談センター ○ ○ ○

筑西児童相談所 ○ 中濃子ども相談センター ○ ○ ○ ○

（社福）同仁会　内原和敬寮 ○ 東濃子ども相談センター ○ ○ ○ ○

（社福）同仁会　つくば香風寮 ○ 飛騨子ども相談センター ○ ○ ○ ○

（社福）茨城県道心園 ○ （社福）日本児童育成園 ○

茨城県児童福祉施設協議会 ○ （社福）樹心会 ○

（社福）恩賜財団母子愛育会 ○ 岐阜県里親連合会 ○ ○

茨城県里親連合会 ○ 静岡県

中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ 賀茂児童相談所 ○ ○ ○ ○

県南児童相談所 ○ ○ ○ 東部児童相談所 ○ ○ ○ ○

県北児童相談所 ○ ○ ○ 富士児童相談所 ○ ○ ○ ○

自治体 児童相談所 ○ ○ ○ ○ 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

群馬県里親の会 ○ 西部児童相談所 ○ ○ ○ ○

群馬県児童養護施設連絡協議会 ○ 恵明学園児童家庭支援センタースマイル ○ ○ ○

(社福）恩賜財団母子愛育会 ○ 誠信会児童家庭支援センターパラソル ○ ○ ○

児童家庭支援センターはるかぜ ○ ○ ○

9か所 6か所 3か所

自治体

民間

静岡県

9か所 6か所 3か所

自治体

民間

3か所 2か所 1か所
自治体

岐阜県

2か所 2か所 － 自治体

長野県

3か所 － 3か所 民間

石川県

1か所 2か所
民間

富山県

新潟県 3か所

12か所 5か所 7か所

自治体

民間

5か所 － 5か所 民間

神奈川県

5か所 － 5か所 民間

東京都

千葉県

8か所 6か所 2か所

自治体

民間

民間

埼玉県

群馬県 4か所 1か所 3か所

栃木県 3か所 3か所 － 自治体

民間

茨城県 9か所 4か所 5か所

自治体

民間

福島県 4か所 4か所 － 自治体

民間

山形県 3か所 1か所 2か所

秋田県 6か所 1か所 5か所

民間

宮城県 7か所 4か所 3か所

自治体

民間

岩手県 4か所 4か所 － 自治体

青森県 5か所 1か所 4か所

北海道 10か所 9か所 1か所
自治体

自治体名

か所数 実施機関詳細

自治体名

か所数 実施機関詳細

実施機関名 実施機関名

都道府県別フォスタリング事業の実施状況①
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自治体 民間委託
①普及促進・
リクルート事

業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

自治体 民間委託
①普及促進・
リクルート事

業

②里親研修・
トレーニング

事業

③里親委託推
進等事業

④里親訪問等
支援事業

愛知県 ○ ○ 熊本県中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

中央児童・障害者相談センター ○ ○ 熊本県八代児童相談所 ○ ○ ○

西三河児童・障害者相談センター ○ ○ 民間 （特非）優里の会 ○ ○ ○

自治体 児童相談センター ○ ○ ○ ○ 大分県 1か所 1か所 － 自治体 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○

社会福祉法人（委託） ○ ○ ○ （特非）みやざき子ども文化センター ○ ○ ○ ○

NPO法人（委託） ○ ○ 子ども家庭支援センターつぼみ ○

母子愛育会及び児童養護施設 ○ 児童家庭支援センターゆうりん ○

里親会 ○ 自治体 中央児童相談所 〇 〇

滋賀県 1か所 － 1か所 民間 （社福）小鳩会 ○ ○ ○ ○ 鹿児島県里親会 〇 〇 〇

京都府 1か所 1か所 － 自治体 家庭支援総合センター ○ ○ ○ ○ 児童養護施設　南さつま子どもの家 〇

（特非）キーアセット ○ ○ ○ ○ 沖縄県中央児童相談所 ○ ○

（公社）家庭養護促進協会 ○ ○ ○ ○ 沖縄県コザ児童相談所 ○ ○

（社福）和泉乳児院 ○ ○ ○ ○ 沖縄県里親会 ○ ○

自治体 児童相談所 ○ ○ ○ （社福）袋中園吉水寮（乳児院） ○ ○

民間 （公社）家庭養護促進協会 ○ ○ ○ 自治体 札幌市児童相談所 ○ ○ ○ ○

自治体 こども家庭相談センター（児童相談所） ○ ○ ○ （社福）常徳会 ○

（社福）天理 ○ ○ ○ （社福）北翔会 ○

（社福）恩賜財団母子愛育会 ○ 札幌市里親会 ○ ○

自治体 和歌山県子ども・女性・障害者相談者センター ○ （社福）扶桑苑 ○

里親支援機関「なでしこ」 ○ ○ ○ （社福）麦の子会 ○

里親支援機関ほっと ○ ○ ○ （社福）恩賜財団母子愛育会 ○

鳥取県 1か所 － 1か所 民間 （社福）鳥取こども学園 ○ ○ ○ ○ 仙台市児童相談所 〇 〇 〇

島根県青少年家庭課 ○ 子供未来局子供育成部子供家庭支援課 〇 〇

中央児童相談所 ○ さいたま市 1か所 1か所 － 自治体 さいたま市児童相談所 〇 〇 〇 〇

出雲児童相談所 ○ 千葉市 2か所 1か所 1か所 民間 （特非）キーアセット ○ ○ ○ ○

浜田児童相談所 ○ こども青少年局こども家庭課 ○ ○ ○ ○

益田児童相談所 ○ 中央児童相談所 ○

島根県里親会 ○ ○ 川崎市 1か所 － 1か所 民間 （特非）キーアセット ○ ○ ○ ○

島根県社会福祉士会 ○ 自治体 児童相談所 〇 〇 〇 〇

恩腸財団母子愛育会 ○ 民間 （社福）中心会 〇 〇 〇 〇

中央児童相談所 〇 〇 〇 〇 新潟市 1か所 1か所 － 自治体 新潟市児童相談所 ○ ○

倉敷児童相談所 〇 〇 〇 〇 静岡市 1か所 － 1か所 民間 （特非）静岡市里親支援センター 〇 〇 〇 〇

津山児童相談所 〇 〇 〇 〇 浜松市 1か所 1か所 － 自治体 浜松市児童相談所 ○ ○ ○ ○

西部こども家庭センター ○ ○ ○ 名古屋市 1か所 1か所 － 自治体 名古屋市児童相談所 〇 〇 〇

東部こども家庭センター ○ ○ ○ 京都市 2か所 － 2か所 （社福）積慶園 〇

北部こども家庭センター ○ ○ ○ 京都市里親会 〇

民間 株式会社みづま ○ 自治体 大阪市こども相談センター ○ ○ ○ ○

山口県 1か所 1か所 － 自治体 中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ （公社）家庭養護促進協会 ○ ○ ○ ○

自治体 徳島県 ○ ○ 大阪市里親会 ○ ○ ○ ○

民間 こども家庭支援センターひかり ○ ○ ○ 堺市 1か所 1か所 － 自治体 堺市児童相談所 〇 〇 〇 〇

香川県 1か所 1か所 － 自治体 香川県子ども女性相談センター（児童相談所） ○ ○ ○ ○ 神戸市こども家庭センター ○ ○ ○ ○

愛媛県 1か所 － 1か所 民間 愛媛県里親連合会 ○ ○ 神戸市こども家庭局家庭支援課 ○

高知県 1か所 － 1か所 民間 社会福祉法人（乳児院） 〇 〇 〇 岡山市 1か所 1か所 － 自治体 岡山市子ども総合相談所 ○ ○ ○ ○

福岡児童相談所 ○ ○ ○ ○ 広島市 1か所 1か所 － 自治体 広島市児童相談所 ○ ○ ○ ○

久留米児童相談所 ○ ○ ○ ○ 北九州市 － － －

田川児童相談所 ○ ○ ○ ○ 自治体 福岡市こども総合相談センター（児童相談所） ○ ○ ○ ○

大牟田児童相談所 ○ ○ ○ ○ 民間 （特非）キーアセット ○ ○ ○ ○

宗像児童相談所 ○ ○ ○ ○ 熊本市 1か所 1か所 － 自治体 熊本市児童相談所 ○ ○

京築児童相談所 ○ ○ ○ ○ 横須賀市 1か所 1か所 － 自治体 横須賀市児童相談所 〇 〇

民間 子ども家庭支援センターあまぎやま ○ 金沢市 － － －

自治体 佐賀県中央児童相談所 ○ ○ ○ ○ 自治体 明石こどもセンター 〇

民間 （社福）洗心和合会 ○ 民間 （公社）家庭養護促進協会神戸事務所 〇 〇

長崎こども・女性・障害者支援センター ○ ○ （計） 222か所 120か所 102か所

佐世保こども・女性・障害者支援センター ○ ○

民間 （社福）光と緑の園 ○ ○

自治体名

か所数 実施機関詳細

自治体名

か所数 実施機関詳細

実施機関名 実施機関名

1か所 1か所

明石市 2か所 1か所 1か所

2か所 2か所 － 自治体

福岡市 2か所

1か所 2か所
民間

神戸市

1か所 1か所

民間

大阪市 3か所

2か所 2か所 － 自治体

相模原市 2か所

2か所 2か所 － 自治体

横浜市

1か所 6か所
民間

仙台市

札幌市 7か所

4か所 2か所 2か所

自治体

民間

1か所 2か所
民間

沖縄県

3か所 － 3か所 民間

鹿児島県 3か所

3か所 2か所 1か所
自治体

宮崎県

熊本県

長崎県 3か所 2か所 1か所
自治体

佐賀県 2か所 1か所 1か所

福岡県 7か所 6か所 1か所
自治体

徳島県 2か所 1か所 1か所

広島県 4か所 3か所 1か所
自治体

民間

岡山県 3か所 3か所 － 自治体

民間

島根県 8か所 5か所 3か所

自治体

民間

和歌山県 3か所 1か所 2か所

奈良県 3か所 1か所 2か所

兵庫県 2か所 1か所 1か所

民間

大阪府 3か所 － 3か所 民間

三重県 5か所 1か所 4か所

愛知県 3か所 3か所 － 自治体

都道府県別フォスタリング事業の実施状況②
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●施設の高機能化と施設体系の見直し 
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「子ども家庭福祉（仮称）」資格取得ルートのイメージ
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経過措置（現任者ルート）大学ルート 社会人ルート

○子ども家庭福祉士（仮称）の履修科目
（左記の1200時間相当）

②既存の資格を
取得したうえで、
現場に出てか
らでも効率的に
取得できる
ルートとする

社会福祉士（※１）

精神保健福祉士（※１）

児童福祉司、市区町村の
子ども家庭支援員等の実務経験

●年（※２）

福祉系の大学等
４年（基礎科目の履修）

一般大学等
４年

子ども家庭福祉
分野の
実務経験
●年

試験

資格付与

○児童関係の専門科目
○演習・実習（児童関係）

養成施設（短期・一般）

（※１）社会福祉士・精神保健福祉士
養成課程との重複部分は免除
職能団体が実施する研修の一部
を振替可とすることも検討

②大学等で福祉系の科
目を履修していない
者でも実務経験を積
みながら取得できる
ルートとする

子ども家庭福祉士
（仮称）専門科目

●時間

共通科目 510時間

社会福祉士専門科目
690時間

240時間
○ソーシャルワークの理論と方法（専門）

○ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）

○福祉サービスの組織と経営
○高齢者福祉
○貧困に対する支援
○保健医療と福祉
○児童・家庭福祉

450時間
○ソーシャルワーク演習（専門）
○ソーシャルワーク実習指導
○ソーシャルワーク実習

精神保健福祉士専門科目
690時間

300時間
○ソーシャルワークの理論と方法（専門）

○精神医学と精神医療

○現代の精神保健の課題と支援
○精神保健福祉の原理
○精神障害リハビリテーション論
○精神保健福祉制度論

390時間
○ソーシャルワーク演習（専門）
○ソーシャルワーク実習指導
○ソーシャルワーク実習

○医学概論
○心理学と心理的支援
○社会学と社会システム
○社会福祉の原理と政策
○地域福祉と包括的支援体制

○社会保障
○障害者福祉
○権利擁護を支える法制度
○刑事司法と福祉

１
２
０
０
時
間

○児童関係の
専門科目

試験

資格付与

①大学で社会福祉士等の資
格取得のための科目の履
修とあわせて、無理のな
い範囲で履修できるルート
とする

○社会福祉調査の基礎
○ソーシャルワークの基盤と専門職
○ソーシャルワークの理論と方法
○ソーシャルワーク演習

○演習・実習
（児童関係）

※左記と一部
重複があり
得る

4

（※２）児童福祉司（法定）研修の一部
を振替可とすることや、実習の一部
を免除することも検討

《大学ルート》 《社会人ルート》
資格取得ルートのイメージ② 　　　（社会人ルート）

���

○履修科目免除 
○実習一部免除

保育士（保育士養成
課程の学生を含む）
が既に取得した履修
科目については免除
することで効率的に
取得できる

17

武史�
（長島昭久ほか有志提案）�



資格取得ルートのイメージ①

子ども家庭福祉士（仮称）資格取得（登録）

子ども家庭福祉士（仮称）試験

福祉系の大学等
４年

社会福祉士

精神保健福祉士

児童福祉司、市区町村の
子ども家庭支援員等の

実務経験
●年

福祉系の大学等
４年

（基礎科目の履修）

（指定科目の履修）

講習会等

②①以外で、養成施設で必要な知識・技能を修得した者のルート 経過措置①大学で子ども家庭福祉に関する
科目を修めて卒業した者のルート

一般大学等
４年

子ども家庭福祉分野の
実務経験
●年

児童福祉司、

市区町村の
子ども家庭
支援員等の
実務経験
●年

養成施設
（短期・一般）

※大学等での履修科目、実務経験等に応じ、養成施設での修業年限や履修免除科目は異なる。

�������������
1�������
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○子ども家庭福祉士（仮称）の履修科目
（左記の1200時間相当）

②既存の資格を
取得したうえで、
現場に出てか
らでも効率的に
取得できる
ルートとする

社会福祉士（※１）

精神保健福祉士（※１）

児童福祉司、市区町村の
子ども家庭支援員等の実務経験

●年（※２）

福祉系の大学等
４年（基礎科目の履修）

一般大学等
４年

子ども家庭福祉
分野の
実務経験
●年

試験

資格付与

○児童関係の専門科目
○演習・実習（児童関係）

養成施設（短期・一般）

（※１）社会福祉士・精神保健福祉士
養成課程との重複部分は免除
職能団体が実施する研修の一部
を振替可とすることも検討

②大学等で福祉系の科
目を履修していない
者でも実務経験を積
みながら取得できる
ルートとする

子ども家庭福祉士
（仮称）専門科目

●時間

共通科目 510時間

社会福祉士専門科目
690時間

240時間
○ソーシャルワークの理論と方法（専門）

○ソーシャルワークの基盤と専門職（専門）

○福祉サービスの組織と経営
○高齢者福祉
○貧困に対する支援
○保健医療と福祉
○児童・家庭福祉

450時間
○ソーシャルワーク演習（専門）
○ソーシャルワーク実習指導
○ソーシャルワーク実習

精神保健福祉士専門科目
690時間

300時間
○ソーシャルワークの理論と方法（専門）

○精神医学と精神医療

○現代の精神保健の課題と支援
○精神保健福祉の原理
○精神障害リハビリテーション論
○精神保健福祉制度論

390時間
○ソーシャルワーク演習（専門）
○ソーシャルワーク実習指導
○ソーシャルワーク実習

○医学概論
○心理学と心理的支援
○社会学と社会システム
○社会福祉の原理と政策
○地域福祉と包括的支援体制

○社会保障
○障害者福祉
○権利擁護を支える法制度
○刑事司法と福祉

１
２
０
０
時
間

○児童関係の
専門科目

試験

資格付与

①大学で社会福祉士等の資
格取得のための科目の履
修とあわせて、無理のな
い範囲で履修できるルート
とする

○社会福祉調査の基礎
○ソーシャルワークの基盤と専門職
○ソーシャルワークの理論と方法
○ソーシャルワーク演習

○演習・実習
（児童関係）

※左記と一部
重複があり
得る

（※２）児童福祉司（法定）研修の一部
を振替可とすることや、実習の一部
を免除することも検討

《大学ルート》 《社会人ルート》
資格取得ルートのイメージ②
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こども（心身の発達の過程にある者をいう。以下同じ。）が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の
重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の
増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該
任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び組織に
関する事項を定める。

こども家庭庁設置法案の概要

１．内閣府の外局として、こども家庭庁を設置
２．こども家庭庁の長は、こども家庭庁長官とする
３．こども家庭庁の所掌事務
⑴ 分担管理事務（自ら実施する事務）
・小学校就学前のこどもの健やかな成長のための環境の確保及び小学校就学前のこどものある家庭における子育て支援に関する基本的な政策の企画及び立
案並びに推進
・子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援
・こどもの保育及び養護
・こどものある家庭における子育ての支援体制の整備
・地域におけるこどもの適切な遊び及び生活の場の確保
・こども、こどものある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進
・こどもの安全で安心な生活環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進
・こどもの保健の向上
・こどもの虐待の防止
・いじめの防止等に関する相談の体制など地域における体制の整備
・こどもの権利利益の擁護（他省の所掌に属するものを除く） 等
⑵ 内閣補助事務（内閣の重要政策に関する事務）
・こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現のための基本的な政策に関する事項等の企画及び立案並びに総合調整
・結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整
・子ども・若者育成支援に関する事項の企画及び立案並びに総合調整

４．資料の提出要求等
・こども家庭庁長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力
を求めることができることとする

５．審議会等及び特別の機関
・こども家庭庁に、こども政策に関する重要事項等を審議する審議会等を設置することにより、内閣府及び厚生労働省から関係審議会等やその機能を移管

６．施行期日等
・令和５年４月１日
・政府は、この法律の施行後５年を目途として、小学校就学前のこどもに対する質の高い教育及び保育の提供その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家
庭における子育てに対する支援に関する施策の実施の状況を勘案し、これらの施策を総合的かつ効果的に実施するための組織及び体制の在り方について検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする

趣旨

概要
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こども基本法案 概要 

〇日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、 

・次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、

    自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、

  ・こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、

将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、

〇こども施策を総合的に推進すること 

〇「こども」……心身の発達の過程にある者 

〇「こども施策」……①～③の施策その他のこどもに関する施策・これと一体的に講ずべき施策 

  ① 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の

発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援

  ② 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資する就労、結婚、妊娠、出産、育児等

の各段階に応じた支援

③ 家庭における養育環境その他こどもの養育環境の整備

① 全てのこどもについて、個人として尊重されること・基本的人権が保障されること・差

別的取扱いを受けることがないようにすること

② 全てのこどもについて、適切に養育されること・生活を保障されること・愛され保護さ

れること等の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法の精神にのっとり

教育を受ける機会が等しく与えられること

  ③ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、自己に直接関係する全ての事項に

関して意見を表明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されること

④ 全てのこどもについて、年齢及び発達の程度に応じ、意見の尊重、最善の利益が優先し

て考慮されること

⑤ こどもの養育は家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有する

との認識の下、十分な養育の支援・家庭での養育が困難なこどもの養育環境の確保

⑥ 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の整備

  〇 国、地方公共団体の責務 

  〇 事業主の努力（雇用環境の整備）・国民の努力（こども施策への関心と理解等） 

〇 年次報告（白書） 

 〇 こども大綱の策定 
   （※少子化社会対策／子ども・若者育成支援

／子どもの貧困対策の既存の３法律の白

書・大綱と一体的に作成） 

〇 施策に対するこども等の意見の反映 

 〇 支援の総合的・一体的提供の体制整備 

 〇 関係者相互の有機的な連携の確保 

 〇 この法律・児童の権利に関する条約の周知 

〇 施策の充実及び財政上の措置等 

  〇 こども家庭庁にこども政策推進会議

を設置。以下の事務を担当。 

 ① 大綱の案を作成

 ② こども施策の重要事項の審議・

 こども施策の実施を推進

 ③ 関係行政機関相互の調整 等 

 〇 会議は、会長（内閣総理大臣）及び

委員（こども政策担当の内閣府特命担

当大臣・内閣総理大臣が指定する大臣）

をもって組織 

施行期日 令和５年４月１日 

検討 国は、この法律の施行後５年を目途として、法律の施行状況及びこども施策の実施

状況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からそ

の実態を把握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとった

こども施策の一層の推進のために必要な方策について検討 

⇒法制上の措置その他の必要な措置を講ずる
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